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夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力（
D
V
）、

性
犯
罪
、
売
買
春
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
女

性
に
対
す
る
暴
力
は
、
女
性
の
人
権
を
著

し
く
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
男
女
共
同

参
画
社
会
を
形
成
し
て
い
く
上
で
克
服
す

べ
き
重
要
な
課
題
で
す
。

　
国
や
大
阪
府
、
市
で
は
毎
年
11
月
12
日

か
ら
25
日
ま
で
の
2
週
間
を
「
女
性
に
対

す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」
期
間
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
催
し
を
行
い
ま
す
。

　
暴
力
を
し
な
い
、
許
さ
な
い
と
い
う
意

識
づ
く
り
を
進
め
、
誰
も
が
安
心
・
安
全

に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
一

人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
は
何
か
、
こ
の

機
会
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

※
内
容
に
つ
い
て
の
ご
意
見
・
ご
感
想
は
、

人
権
交
流
室（
☎
３
３
７・
３
１
０
１
）へ
。

　

　
　
松
原
市
で
は

〈
パ
ネ
ル
展
示
〉

「
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
の
活
動
に
つ
い
て
」

▼
と
き　
11
月
10
日
㈪
〜
13
日
㈭

▼
と
こ
ろ　
市
役
所
市
民
ロ
ビ
ー
、
は
ー

と
ビ
ュ
ー
（
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
）

〈
特
設
女
性
相
談
〉

　

毎
週
木
曜
日
に
、
女
性
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

に
よ
る
無
料
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す（
20

ペ
ー
ジ
参
照
）。
20
日
は
夜
間
相
談
を
行
い

ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
と
き　
11
月
20
日
㈭　

午
後
５
時
〜
８

時（
一
人
１
時
間
）

▼
と
こ
ろ　
市
役
所
３
階
相
談
室

〈
セ
ミ
ナ
ー
〉

「
デ
ー
ト
D
V
を
防
止
す
る
た
め
に
　
　
　  

　
〜
お
互
い
を
大
切
に
す
る
関
係
と
は
〜
」

▼
と
き　
11
月
18
日
㈫　
午
後
１
時
30
分
〜

３
時

　

▼
と
こ
ろ　
福
利
厚
生
会
館
３
階

▼
講
師　
野
村
宏
子
さ
ん（
特
定
非
営
利
活

動
法
人
性
暴
力
救
援
セ
ン
タ
ー
・
大
阪

S
A
C
H
I
C
O
事
務
局
）

▼
定
員　
先
着
30
人

▼
参
加
費　
無
料

▼
保
育　

１
歳
６
カ
月
か
ら
就
学
前
ま
で

の
子
ど
も
、
先
着
５
人
、
費
用
一
人
３
０
０

円　
※
保
育
の
申
し
込
み
は
直
接
、
N
P
O

法
人
子
育
て
支
援
ぽ
け
っ
と（
☎
２
６
８
・

２
１
８
２　
薨
２
８
４・７
７
３
３
）へ
。

▼
問
合
せ
・
申
込
み　
人
権
交
流
室（
☎
３

３
７・３
１
０
１　
薨
３
３
７・３
０
０
３
）

　
　
大
阪
府
で
は

〈
セ
ミ
ナ
ー
〉

「
D
V
予
防
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
」

▼
と
き　
11
月
12
日
㈬　
午
後
３
時
30
分
〜

５
時

▼
と
こ
ろ　
通
天
閣

▼
内
容　

浪
速
警
察
署
に
よ
る
護
身
術
講

座
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
応

援
隊
に
よ
る
痴
漢
撃
退
ソ
ン
グ
披
露
、
パ
ー

プ
ル
リ
ボ
ン
オ
ブ
ジ
ェ
へ
の
リ
ボ
ン
結
び
、

通
天
閣
の
パ
ー
プ
ル
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
な
ど

▼
問
合
せ
・
申
込
み　

大
阪
府
府
民
文
化

部
男
女
参
画
・
府
民
協
働
課（
☎
06
・
６

２
１
０・
９
３
２
１　
薨
06
・
６
２
１
０
・

９
３
２
２
）

　
　
法
務
局
で
は

〈
電
話
相
談
〉

　

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
」
強
化
週
間
と
し
て
、
法
務
局
の
職
員

ま
た
は
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
電
話
相
談

を
無
料
で
実
施
し
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。

▼
と
き　
11
月
17
日
㈪
〜
23
日
㈰　

午
前

８
時
30
分
〜
午
後
７
時　
※
た
だ
し
、
11

月
22
日
㈯
、
23
日
㈰
は
午
前
10
時
〜
午
後

５
時
ま
で

▼
相
談
内
容　
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の

暴
力
、職
場
な
ど
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど

を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題

▼
電
話
番
号　
（
☎
０
５
７
０・
０
７
０
・

８
１
０
）

▼
問
合
せ　

大
阪
法
務
局
人
権
擁
護
部

（
☎
06
・
６
９
４
２・
９
４
９
６
）

suteki  
life
vol.67

女
性
に
対
す
る
暴
力
防
止
運
動

　
　

       
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
普
及
イ
ベ
ン
ト


